
○感染拡大防止策の根幹である積極的疫学調査を堅持するため、地域実情に応じ、保健所の
体制強化を実施。
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保健所の体制強化①（和歌山県の状況）

◆ 感染者・感染源疫学調査
◆ 濃厚接触者の特定・健康観察
◆ PCR行政検査検体採取
◆ 入院医療機関との連絡調整
◆ 患者搬送及び検体運搬
◆ 感染拡大防止に必要な業務

和歌山県看護協会

県立・市保健所

管轄保健所内市町村

県庁

指示
調整

契約

県職員
（出先機関・他の保健所）

（専門職（保健師等）延べ６３人）

（実人員４３人）

和歌山県コールセンター
24時間対応（６人体制）

患者搬送（委託）

※全市町村

※R2年度以降の実績

（延べ３２人）
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